
浄水場等消防設備保守点検・消火器更新業務委託仕様書 

 

 本業務は、消防法第17条の３の３の規定に基づく防火対象物の点検及び消防署長への報告書作成、

消火器の耐用年数満了に伴う更新及び消防署長への設置届作成を行うものとし、次に掲げる事項に

従い実施するものとする。 

 

１ 点検対象設備 

  別紙１のとおり。 

２ 更新対象消火器 

  別紙４のとおり。 

３ 委託の期間 

  契約締結日の翌日から令和６年３月31日まで 

４ 業務内容 

  総合点検 年１回（前期８月）、機器点検 年２回（８月、１月） 

  業務の詳細については、別紙２及び別紙３のとおり。 

  消火器の更新 粉末消火器はグリーン購入法適合品を用意し、委託期間内に更新対象施設にて

取り換えを完了し、消防設備等設置届提出後、消防署検査に立ち会うこと。消火器の廃棄は、所

定の手続きにより行うこと。 

５ 点検資格者 

  点検を行う者は、消防設備士免状の交付を受けている者または総務省令で定める資格を有する

者とし、点検作業中は消防設備士免状等を携帯すること。（消防法17条の３の３、第17条の13） 

６ 実施工程表の提出 

  上記４の業務を実施する前に、施設を所管する浄水場及び水質管理センターの承諾を得たうえ

で、実施工程表(２部)を提出すること。 

７ 業務完了の報告 

  業務完了後及び点検は完了の都度、次の書類を発注者に提出し確認を受けること。また、消防

署長へ報告、届出の必要なものについては、速やかに所管の消防署へ提出すること。 

 (1) 業務完了届(前期、後期各１部) 

 (2) 消防用設備点検結果報告書(消防署長へ報告が必要なもの５部、その他２部) 

８ 代金支払 

  代金支払時期は、第１回点検業務実施後（前期）と第２回点検業務実施後（後期）に分けて年

２回とする。 

９ 点検済証の貼付 

  点検等を実施した設備等については、点検済証を貼付するものとする。 



10 その他 

  今回の点検等により発生した交換部品等について、軽微なものを除き発注者の費用負担とする。

点検等に際して疑義が生じたときは、その都度確認すること。 



1 点検対象施設

施設名 住所

(1) 新庄浄水場 盛岡市加賀野字桜山86番地

(2) 中津川取水場 盛岡市下米内一丁目10番地

(3) 沢田浄水場 盛岡市東中野字沢田７番地

(4) 沢田浄水場沈砂池 盛岡市川目第５地割46番５号

(5) 米内浄水場 盛岡市上米内字中居49番地

(6) 水質管理ｾﾝﾀｰ 盛岡市加賀野字桜山86番地

(7) 中屋敷浄水場 盛岡市中屋敷町９番35号

(8) 新庄第２配水場 盛岡市新庄字岩山15番地

(9) 北ノ浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場 盛岡市繋字下猿田48番１号

(10) 本宮ﾎﾟﾝﾌﾟ場 盛岡市本宮三丁目36番32号

(11) 手代森下台ﾎﾟﾝﾌﾟ場 盛岡市手代森23地割71番２

(12) 上飯岡ﾎﾟﾝﾌﾟ場 盛岡市上飯岡２地割148番

(13) 上乙部ﾎﾟﾝﾌﾟ場 盛岡市乙部16地割44番４

(14) 手代森配水場 盛岡市手代森11地割

2 保守点検に係る防火対象物

名称 造 地上 地下

管理本館棟 RC ３階 １階 -

浄水処理棟 RC一部S ２階 ２階 無人

排水処理棟 RC一部S ３階 ２階 無人

新庄配水場 流量計室 RC １階 － 無人

新庄浄水場 配水池ﾎﾟﾝﾌﾟ室 RC １階 ２階 無人

(2) 中津川取水場 中津川取水場 RC一部S ２階 １階 無人

管理棟 RC ２階 １階 -

車庫棟 S １階 － 無人

排水処理棟 RC ３階 － 無人

沈澱池棟※ S １階 － 無人

粉末活性炭注入設備棟 S １階 － 無人

(4) 沢田浄水場沈砂池 沢田沈砂池 RC一部S ３階 － 無人

米内浄水場 RC ２階 １階 -

米内浄水場 ﾎﾟﾝﾌﾟ室 RC ２階 １階 無人

米内浄水場 薬注室 S １階 － 無人

濃縮槽棟 RC ２階 － 無人

水道記念館※ 木 １階 － 無人

(6) 水質管理ｾﾝﾀｰ 水質管理ｾﾝﾀｰ RC一部S ２階 － -

中屋敷浄水場 管理棟 RC ２階 － -

中屋敷浄水場 濃縮槽室 S一部RC １階 － 無人

中屋敷浄水場 活性炭処理施設 S一部RC １階 － 無人

中屋敷浄水場 次亜貯蔵棟 S １階 － 無人

中屋敷浄水場 薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ棟 RC一部S １階 － 無人

(8) 新庄第２配水場 新庄第２配水場 RC １階 － 無人

(9) 北ノ浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場 北ノ浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC １階 － 無人

(10) 本宮ﾎﾟﾝﾌﾟ場 本宮ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC ２階 － 無人

(11) 手代森下台ﾎﾟﾝﾌﾟ場 手代森下台ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC １階 － 無人

(12) 上飯岡ﾎﾟﾝﾌﾟ場 上飯岡ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC １階 － 無人

(13) 上乙部ﾎﾟﾝﾌﾟ場 上乙部ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC １階 － 無人

(14) 手代森配水場 手代森配水場 RC １階 － 無人

3 保守点検を行う設備等（詳細は別紙２のとおり）

(1) 自動火災報知設備

(2) 消火器設備

(3) 誘導灯設備及び誘導標識

(4) 屋内消火栓設備

(5) 自家発電設備

(6) 非常用電源専用受電設備

別紙１

所管浄水場等

新庄浄水場　　TEL 651－5048

沢田浄水場　　TEL 654－1214

米内浄水場　　TEL 667－2280

(3) 沢田浄水場

中屋敷浄水場　TEL 645－0602

水質管理ｾﾝﾀｰ　TEL 652－2961

(7) 中屋敷浄水場

米内浄水場(5)

新庄浄水場(1)

新庄浄水場　　TEL 651－5048

沢田浄水場　　TEL 654－1214

施設名
備考

防火対象物



（１）新庄浄水場
①自動火災報知設備点検内容

設備内容 数量 単位 機器点検 総合点検
受 信 機 Ｐ 型 １ 級 ５ ０ 回 線 1 台 ○ ○
差 動 式 分 布 型 感 知 器 2 個 ○ ○
差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 26 個 ○ ○
定 温 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 20 個 ○ ○
煙 感 知 器 152 個 ○ ○
発 信 機 31 個 ○ ○
表 示 灯 31 個 ○ ○
電 鈴 39 個 ○ ○
消 火 栓 起 動 連 動 装 置 1 式 ○ ○
電 源 装 置 1 組 ○ ○

②消火器設備点検内容
消 火 器 118 本 ○ ―

③誘導灯設備点検内容
誘 導 灯 139 台 ○ ―

④屋内消火栓設備点検内容
加 圧 送 水 装 置 1 式 ○ ○
操 作 盤 1 式 ○ ○
消 火 栓 8 基 ○ ○
放 水 試 験 1 式 ― ○
ホ ー ス 耐 圧 性 能 試 験 (1994 年 製 ) 9 本 ― 〇
ホ ー ス 耐 圧 性 能 試 験 (2003 年 製 ) 1 本 ― ―
ホ ー ス 耐 圧 性 能 試 験 (2009 年 製 ) 6 本 ― ―

⑤自家発電設備点検内容
ガ ス タ ー ビ ン （ １ 機 １ 軸 式 ） 、 パ ッ ケ ー ジ 形 、 1250KVA 以 下 1 式 ○ ○

（２）中津川取水場
①自動火災報知設備点検内容
受 信 機 Ｐ 型 １ 級 １ ０ 回 線 1 台 ○ ○
煙 感 知 器 20 個 ○ ○
発 信 機 5 個 ○ ○
表 示 灯 5 個 ○ ○
電 鈴 5 個 ○ ○
電 源 装 置 1 組 ○ ○

②消火器設備点検内容
消 火 器 10 本 ○ ―
消 火 器 ５ ０ 型 1 本 ○ ―
消 火 器 （ 二 酸 化 炭 素 ） 2 本 ○ ―

別紙２（設備の詳細）



（３）沢田浄水場
①自動火災報知設備点検内容

設備内容 数量 単位 機器点検 総合点検
受 信 機 Ｐ 型 １ 級 ８ 回 線 1 台 ○ ○
受 信 機 Ｐ 型 ２ 級 ５ 回 線 1 台 ○ ○
副 受 信 機 1 台 ○ ○
差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 42 個 ○ ○
定 温 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 36 個 ○ ○
煙 感 知 器 7 個 ○ ○
発 信 機 6 個 ○ ○
表 示 灯 6 個 ○ ○
電 鈴 6 個 ○ ○
電 源 装 置 2 組 ○ ○

②消火器設備点検内容
消 火 器 35 本 ○ ―

③誘導灯設備点検内容
誘 導 灯 34 台 ○ ―
標 識 18 枚 ○ ―

④屋内消火栓設備点検内容
加 圧 送 水 装 置 1 式 ○ ○
操 作 盤 1 式 ○ ○
消 火 栓 3 基 ○ ○
放 水 試 験 1 式 ― ○
ホ ー ス 耐 圧 性 能 試 験 (2016 年 製 ) 2 本 ― ―
ホ ー ス 耐 圧 性 能 試 験 (2018 年 製 ) 2 本 ― ―
ホ ー ス 耐 圧 性 能 試 験 (2021 年 製 ) 2 本 ― ―

⑤非常用電源専用受電設備点検内容
低 圧 受 電 設 備 1 式 ○ ○
配 線 点 検 （ 絶 縁 測 定 ） 1 式 ― ○

（４）沢田浄水場沈砂池
①自動火災報知設備点検内容

設備内容 数量 単位 機器点検 総合点検
受 信 機 Ｐ 型 ２ 級 ５ 回 線 1 台 ○ ○
差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 3 個 ○ ○
煙 感 知 器 1 個 ○ ○
発 信 機 1 個 ○ ○
表 示 灯 1 個 ○ ○
電 鈴 1 個 ○ ○
電 源 装 置 1 組 ○ ○

②消火器設備点検内容
消 火 器 7 本 ○ ―



（５）米内浄水場
①消火器設備点検内容

設備内容 数量 単位 機器点検 総合点検
消 火 器 28 本 ○ ―

②誘導灯設備点検内容
誘 導 灯 20 台 ○ ―
標 識 19 枚 ○ ―

③自動火災報知設備点検内容
受 信 機 Ｐ 型 ２ 級 ３ 回 線 1 台 ○ ―
副 受 信 機 1 台 ○ ―
差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 9 個 ○ ―
煙 感 知 器 3 個 ○ ―
発 信 機 1 個 ○ ―
表 示 灯 1 個 ○ ―
電 鈴 1 個 ○ ―
電 源 装 置 1 組 ○ ―

（６）水質管理センター
①自動火災報知設備点検内容
受 信 機 Ｐ 型 １ 級 １ ０ 回 線 1 台 ○ ○
差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 3 個 ○ ○
定 温 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 4 個 ○ ○
煙 感 知 器 62 個 ○ ○
発 信 器 4 個 ○ ○
表 示 灯 4 個 ○ ○
電 鈴 4 個 ○ ○
消 火 栓 起 動 連 動 装 置 1 式 ○ ○
電 源 装 置 1 組 ○ ○

②消火器設備点検内容
消 火 器 20 本 ○ ―

③誘導灯設備点検内容
誘 導 灯 8 台 ○ ―
標 識 4 枚 ○ ―

④屋内消火栓設備点検内容
加 圧 送 水 装 置 1 式 ○ ○
操 作 盤 1 式 ○ ○
消 火 栓 4 基 ○ ○
放 水 試 験 1 式 ― ○
ホ ー ス 耐 圧 性 能 試 験 （ 1995 年 製 ） 8 本 ― 〇



（７）中屋敷浄水場
①消火器設備点検内容

設備内容 数量 単位 機器点検 総合点検
消 火 器 20 本 ○ ―

②誘導灯設備点検内容
誘 導 灯 11 台 ○ ―
標 識 1 枚 ○ ―

（８）新庄第２配水場
①消火器設備点検内容
消 火 器 2 本 ○ ―

（９）北ノ浦ポンプ場
①消火器設備点検内容
消 火 器 3 本 ○ ―

（10）本宮ポンプ場
①消火器設備点検内容
消 火 器 3 本 ○ ―

（11）手代森下台ポンプ場
①自動火災報知設備点検内容
受 信 機 Ｐ 型 ２ 級 １ 回 線 1 台 ○ ○
煙 感 知 器 2 個 ○ ○
発 信 器 1 個 ○ ○
表 示 灯 1 個 ○ ○
電 鈴 1 個 ○ ○
電 源 装 置 1 組 ○ ○
②消火器設備点検内容
消 火 器 2 本 ○ ―

（12）上飯岡ポンプ場
①消火器設備点検内容
消 火 器 2 本 ○ ―

（13）上乙部ポンプ場
①消火器設備点検内容
消 火 器 1 本 ○ ―

（14）手代森配水場
①消火器設備点検内容
消 火 器 1 本 ○ ―



別紙３　消防法第17条３の３の規定に基づく消防署への報告計画書
→報告年度

名称 造 地上 地下 機器 総合 機器 総合 機器 総合 機器 総合 機器 総合 機器 総合
管理本館棟 RC ３階 １階 C - 11月 1月 7月 1月
浄水処理棟 RC一部S ２階 ２階 C 無人 11月 1月 7月 1月
排水処理棟 RC一部S ３階 ２階 C 無人 11月 1月 7月 1月
新庄配水場 流量計室 RC １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
新庄浄水場 配水池ﾎﾟﾝﾌﾟ室 RC １階 ２階 A 無人 1月 7月 1月 8月

中津川取水場 中津川取水場 RC一部S ２階 １階 C 無人 11月 1月 7月 1月
管理棟 RC ２階 １階 C - 1月 11月 1月 7月
車庫棟 S １階 － C 無人 1月 11月 1月 7月
排水処理棟 RC ３階 － C 無人 1月 11月 1月 7月
沈澱池棟※ S １階 － C 無人
粉末活性炭注入設備棟 S １階 － C 無人 1月 11月 1月 7月

沢田浄水場沈砂池 沢田沈砂池 RC一部S ３階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
米内浄水場 RC ２階 １階 A - 1月 7月 1月 8月
米内浄水場 ﾎﾟﾝﾌﾟ室 RC ２階 １階 A 無人 1月 7月 1月 8月
米内浄水場 薬注室 S １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
濃縮槽棟 RC ２階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
水道記念館※ 木 １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月

水質管理ｾﾝﾀｰ 水質管理ｾﾝﾀｰ RC一部S ２階 － A - 7月 1月 8月 1月
中屋敷浄水場 管理棟 RC ２階 － A - 1月 7月 1月 8月
中屋敷浄水場 濃縮槽室 S一部RC １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
中屋敷浄水場 活性炭処理施設 S一部RC １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
中屋敷浄水場 次亜貯蔵棟 S １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
中屋敷浄水場 薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ棟 RC一部S １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月

新庄第２配水場 新庄第２配水場 RC １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
北ノ浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場 北ノ浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC １階 － B 無人 1月 7月 1月 8月
本宮ﾎﾟﾝﾌﾟ場 本宮ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC ２階 － B 無人 1月 7月 1月 8月
手代森下台ﾎﾟﾝﾌﾟ場 手代森下台ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
上飯岡ﾎﾟﾝﾌﾟ場 上飯岡ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
上乙部ﾎﾟﾝﾌﾟ場 上乙部ﾎﾟﾝﾌﾟ場 RC １階 － 無人
手代森配水場 手代森配水場 RC １階 － A 無人 1月 7月 1月 8月
※印は任意設置だが報告対象としている。
機器･総合点検後、消防署への定期報告を行う。

R6R5R4R3

中屋敷浄水場

施設名
防火対象物 消防

報告
備考

新庄浄水場

米内浄水場

R2R1

沢田浄水場



別紙４

二酸化炭素消火器

６型 10型 50型 ５型
新庄浄水場 管理本館棟 42

浄水処理棟 43
排水処理棟 27
配水池ポンプ室 3

中津川取水場 中津川取水場 10 1 2
沢田浄水場 管理棟 20

排水処理棟 12
濃縮槽棟（任意）　※１ 1

沢田浄水場沈砂池 沢田沈砂池 7
米内浄水場 米内浄水場 9 11

米内浄水場　ポンプ室 5
水道記念館（任意） 1

水質管理センター 水質管理センター　※２ 20
中屋敷浄水場 管理棟 15

濃縮槽室 1
活性炭処理施設 1

新庄第２配水場 新庄第２配水場 2
北ノ浦ポンプ場 北ノ浦ポンプ場 2 1
本宮ポンプ場 本宮ポンプ場 1 2
手代森下台ポンプ場 手代森下台ポンプ場 2
上飯岡ポンプ場 上飯岡ポンプ場 2
手代森配水場 手代森配水場 1
合　計 22 219 1 2

※１　消火器は、撤去のみで更新はしない。（任意設置のため撤去のみ）
※２　消火器20本のうち、地下重油タンク用の付加分消火器２本は、撤去のみで更新はしない。

消火器更新対象施設名称
粉末ABC消火器（蓄圧式）



業 務 委 託 契 約 約 定 

 

 （総 則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別途示す委託仕様書、図面等その他の参考図書（以下「仕様書

等」という。）に従い、これを履行しなければならない。 

２ 仕様書等に明示されていないもの、又は疑義があるものについては、発注者と受注者とが協議して定めることとし、軽微なものについては、発注者の指示

に従うものとする。 

 （関係法令の遵守） 

第２条 受注者は、この業務の履行に当たり、労働基準法その他の法令上受注者に課せられた責務を負わなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはな

らない。ただし、受注者が中小企業信用保険法（昭和25年法律第 264号）第２条第１項に規定する中小企業者であって、信用保証協会法（昭和28年法律第 

196号）第２条に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第 350号）第１条の３に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡

する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に基づいて売掛金債権を譲渡した場合における市の対価の支払による弁済の効力は、盛岡市上下水道局財務規程（平成 22 年４月１日上下

水管規程第３号）第33条第３項に規定する支出負担行為の確認を金銭出納員が行った時点で生ずるものとする。 

 （一括再委任又は一括下請負の禁止） 

第４条 受注者は、業務の全部又は主要部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 

２ 受注者は、この契約の業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 

 （臨機の措置） 

第５条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 

２ 前項において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの

限りではない。 

３ 受注者は、第１項の措置をとったときは、遅滞なくその内容を書面により発注者に通知しなければならない。 

 （監督員） 

第６条 発注者は、必要と認めるときは、受注者の業務の履行について監督員を派遣することができる。 

２ 受注者は、監督員の職務執行に協力するものとする。 

 （現場責任者） 

第７条 受注者は、業務の履行に当たり、現場責任者を定めるものとする。 

２ 現場責任者は作業員の作業状況、風紀、衛生等について監督を行う。 

３ 発注者は、受注者の現場責任者及び作業員のうち、業務の履行又は管理について著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその変更を求

めることができる。 

（一般的損害等） 

第８条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、受注者がその費用を負担するものとする。ただ

し、その損害（保険その他によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 （契約の変更及び中止） 

第９条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更し、若しくは作業を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、契約

金額、委託の期間その他この契約に定める条件について変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害額を賠償しなければならない。ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定め

るものとする。 

 （委託の期間の延長） 

第10条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により委託の期間内に業務を完了することができないときは、委託の期間内にその理由等を詳記した期

間延長の申出書を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により申出書を受理したときは、内容を検討し、正当であると認めたときは期間を延長することができる。この場合における延長日

数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めるものとする。 

 （危険負担） 

第11条 発注者と受注者双方の責めに帰することができない事由により、受注者が業務の全部又は一部を完了することができない場合には、発注者は契約を

解除することができる。 

 （検 査） 

第12条 受注者は、業務が完了したときは、速やかに発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に速やかに業務完了の確認又は成果品の検査（以下「検査等」という。）を行うも

のとする。 

３ 受注者は、前項の検査等の結果不合格となり補正を命じられたときは、速やかに当該補正を行い、発注者の再検査等を受けなければならない。この場合、

再検査等の実施については前項の規定を準用する。 

 （履行遅滞の場合の損害金） 

第13条 受注者の責に帰すべき事由により、委託の期間内に業務を完了することができない場合において委託の期間後に完了の見込みがあるときは、発注者

は、受注者から遅延日数に応じ、年2.5％の割合で計算した額の遅延損害金を徴収して委託期間の延長を認めることができる。ただし、検査等又は再検査等

に要した日数は遅延日数に算入しないものとする。 

 （代金の支払） 

第14条 受注者は、第12条第２項又は第３項に規定する検査等又は再検査等に合格した旨の通知を受けたのちに、所定の手続きに従って契約代金の支払を請

求するものとする。 

２ 発注者は、前項の請求があったときはこれを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。 

３ 受注者は、発注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による委託代金の支払が遅れたときは、発注者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律



（昭和24年法律第 256号）第８条の規定により指定された率をもって計算した遅延利息の支払を請求することができる。 

 （発注者の解除権） 

第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないとき。 

 (2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 

 (3) 契約の履行にあたり、監督員その他職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。 

 (4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。 

 (5) 前４号に掲げるほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 

 (6) 第10条の規定により、委託の期間の延長を申請した場合で、発注者が、発注者の責に帰し難い事由により、その変更に応ずることができないとき。 

 (7) 第17条の規定によらず、契約の解除を申し出たとき。 

(8) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア  役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品購入契約を締結する事務所の

代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力

団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営

に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認

められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると

き。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を物品の仕入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者

が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することによ

り、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第15条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ

なければならない。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当するとみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者 

３ 受注者は、第１項の違約金を超えて発注者に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議し

て定めるものとする。 

（談合その他の不正行為に係る発注者の解除権） 

第16条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」と

いう。）第49条に規定する排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第１項に規定する納付命令）を行い、当該命令

が確定したとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は同法第198条による刑が確定したと

き。 

 （受注者の解除権） 

第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。 

(1) 第９条第１項の規定による契約内容の変更により、契約金額が３分の２以上減少するとき。 

(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。 

 （契約不適合責任） 

第18条 発注者は、成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下「契約不適合」という。）があるときは、別に定める場合を除

き、その修補、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者の事前の承諾を得て、発注者が請求した方法と異なる

方法による履行の追完をすることができる。 

２ 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求（以下「追完請求」という。）に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請

求及び契約の解除をすることができる。ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。  

３ 第１項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程

度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。 

４ 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求（以下「代金減額請求」という。）、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合（数量に関する契約不適

合を除く。次項において同じ。）が発注者の供した材料の性質又は発注の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、受注者

が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。 

５ 発注者が契約不適合を知った時から１年以内 にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損

害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この

限りでない。 

 （秘密の保持） 



第19条 発注者及び受注者はこの契約の履行に関し、知り得た相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。 

 （損害賠償額の予約） 

第20条 受注者は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分

の２に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が特に損害額がないと認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げ

るものではない。 

 （契約外の事項） 

第21条 この契約について定めのない事項及び発注者と受注者間に紛争又は疑義の生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定めるもの

とする。 



公正な職務の執行に係る特記仕様書 

 

（基本的事項） 

第１ 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保

に関する条例（平成21年条例第29号。以下「条例」という。）に基づき、市民の利益の保護を図

るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 

（通報対象事実） 

第２ 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者（以下「役職員」という。）の契

約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若し

くは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 

（公益通報） 

第３ 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨

を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。ただし、不正の利益

を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 

（通報対象事実に係る措置） 

第４ 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受け

たときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 

（調査の協力） 

第５ 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛

岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 

２ 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

（不利益な取扱いの禁止） 

第６ 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、

又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたと

きは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 

（公表） 

第７ 発注者は、受注者が正当な理由なく第４又は第６の措置を講じないと発注者が認めたときは、

その旨を公表することができるものとする。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第８ 発注者は、受注者が第４又は第６の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第５の調査に正

当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

２ 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の

責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。 


